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市税等コールセンターについて

　市では、民間業者を活用した「市税等コールセンター」を設置し、税金・保険料の納付を

電話で呼び掛けています（詳しくは21ページへ）。

　市やコールセンターは、銀行やコンビニエンスストアのＡＴＭ（現金自動預払機）の操作

をお願いすることはありません。「振り込め詐欺」にはご注意ください。



税金に関するお知らせ
固定資産税 税制改正について

●平成３０年度は固定資産税の
　評価替えの年度です。
　評価替えとは、３年に１度評価額を見直す制度
です。
　固定資産税の評価額は原則として３年間据え置
き、評価替えの年度にのみ見直しを行います。
　平成30年の４月にお送りする納税通知書に、お
持ちの資産の明細を記載していますので、見直し
後の評価額をぜひご確認ください。

➡詳しくは８ページ以降をご覧ください。

●軽自動車税にグリーン化特例
　（軽課）が適用されます。
◆三輪および四輪以上の軽自動車
　平成29年度に新車新規取得した一定の環境性能
を有する軽四輪車等について、平成30年度課税分
の税率を軽減するグリーン化特例（軽課）が適用
されます。

➡詳しくは16、17ページをご覧ください。

平成３１年１０月₁日から消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率制度の実施時期 平成31年10月₁日（消費税率の引上げと同時）

消費税率等 標準税率は10％（消費税率7.8％、地方消費税率2.2％）
軽減税率は８％（消費税率6.24％、地方消費税率1.76％）

軽減税率の対象品目 ①酒類・外食を除く飲食料品
②週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

飲 食 料 品
食品表示法に規定する食品

一体資産

テイクアウト・宅配等

医薬品
医薬部外品等

外食

ケータリング等

軽減税率対象 軽減税率対象外

《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲（イメージ）》

酒類

有料老人ホーム等で
行う飲食料品の提供

（※）

※一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産が一体となっている資産で、その
一体としての価格のみが提示されているものをいいます。

軽減税率制度に関する問い合わせ先

○消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）

専用ダイヤル　０５７０－０３０－４５６

　　　　　　　　　【受付時間】９時から17時まで（土日祝除く）

○軽減税率制度の詳しい情報については、国税庁ホームページ（ｗｗｗ.ｎｔａ.ｇｏ.ｊｐ）内の特設サイト「消

費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

消費税の軽減税率について（山口税務署からのお知らせ）
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個人市・県民税
●個人市・県民税（＝個人住民税）
　について
　福祉や医療、教育、道路・公園の整備など、ま
ちづくりに必要な地域社会の費用をできるだけ多
くの住民の方に分担してもらう性格を持つ税金で
す。
→前年の所得に応じて課税されます
　現在納めていただいている平成29年度の個人
市・県民税は、前年中（平成28年１月１日から12
月31日までの１年間）の所得を基準に計算された
ものです。
→１月１日現在の住所地の市区町村で課税されます
　１月２日以降に他の市区町村に転出した場合で
も、１月１日現在居住していた市区町村に全て納
付していただきます。その年度中は転入先の市区
町村から課税されることはありません（※）。
※他市区町村に事業所や住居がある場合は均等割
を課税される場合があります。
→「所得割」と「均等割」があります
　個人市・県民税は次の２つを合算して納めてい
ただきます。
均等割：一定以上の所得がある方に定額が課税さ
れます。
山口市の場合は市民税3,500円＋県民税2,000円＝
5,500円
※県民税には平成31年度分までやまぐち森林づく
り県民税が500円上乗せされています。
所得割：所得に応じて課税されます。
（前年の総所得金額―所得控除額）×10％－税額
控除額
※10％のうち、市民税６％、県民税４％
土地・建物・株式の譲渡などは別の税率で課税さ
れます（分離課税）。
→収入と所得は何が違うの？
　「収入」とは、給与や賞与などの年間の合計収
入です。その収入から「必要経費」や「給与所得
控除」などを除いた後の金額を「所得」といいま
す。サラリーマンの方が年末に事業所から受け取
られる源泉徴収票であれば、右上図Aが収入、B
が所得となります。

●申告について　
→�税務署で確定申告が不要といわれた方でも、
市・県民税の申告が必要な場合があります

　所得税については申告不要制度が設けられてお
り、次の❶または❷に該当する方は確定申告をす
る必要がありませんが、市・県民税については申
告が必要な場合がありますのでご注意ください。
また、確定申告が不要な場合でも、源泉徴収票に
記載されていない所得控除（社会保険料控除
（※）・生命保険料控除・医療費控除・扶養控除等）
を追加で受ける場合は市・県民税の申告が必要で
す。
※社会保険料のうち、年金から引き去りされてい
ないもの（国民健康保険料や介護保険料、後期高
齢者医療保険料の普通徴収分など）。

（源泉徴収票）
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❶�１ヵ所からの給与のみで、給与以外の所得が20
万円以下の方
❷�公的年金収入が400万円以下で、公的年金にか
かる雑所得以外の所得が20万円以下の方
チェック！
　公的年金収入のみの方は、公的年金等支払報告
書が各年金保険者から市へ提出されるため、本来
であれば市・県民税の申告は必要ありませんが、
公的年金の源泉徴収票に記載されていない所得控
除を追加で受ける場合は市・県民税の申告が必要
です。
　なお、年金支給額が108万円（65歳以上は158万
円、国民年金基金や厚生年金基金等は80万円）未
満の方は「扶養親族等申請書」が年金保険者から
送付されないため、扶養控除を受ける場合は市・
県民税の申告が必要です。

申告が必要か否かの判定には、
24ページのフローチャートをチェック！

→収入の無い方の申告について
　市・県民税の申告書は、様々な申請の際に添付
が求められる所得・課税証明書の資料となるほ
か、国民健康保険等に加入している方や福祉医療
助成制度を受給している方の保険料の軽減や医療
費の負担割合の判定資料として使われます。
　そのため、収入が無く、市・県民税が非課税の
方であっても、申告をしていただくようお願いし
ています。

→個人年金や生命保険の満期等による一時金も申
告が必要です
◇個人年金
　生命保険の契約に基づく個人年金は、「雑所得」
になります。

【計算方法】
受け取った個人年金額−掛け金相当額＝雑所得

◇一時金
　契約者本人が受取人となっている生命保険の満
期保険金や解約返戻金等は、「一時所得」となり
ます。

【計算方法】
受け取った保険金額−掛け金相当額−50万円＝一時所得

　なお、一時所得はその所得金額の１／２の金額
が課税対象となります。

●所得控除について
　税額を計算する際、納税者に配偶者や扶養親族
があるか、病気や災害などによる出費があるかど
うかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額か
ら差し引くものです。
例：配偶者控除、扶養控除、医療費控除、障害者
控除、寡婦・寡夫控除　等

→医療費控除
　医療費控除として申告できるものは以下の⑴～
⑶をすべて満たす医療費です。
⑴ご自身や生計が同一の家族の医療費であること
⑵�原則として、医師が治療に必要と判断したもの
についての費用であること

⑶�その年中に支払った医療費であること
　治療が12月中に終わった場合であっても、医療
費の支払いが1月になった場合は、その翌年の医
療費控除の対象となります。

　◦医療費控除の計算方法
　　�医療費控除額＝支払医療費－保険金等で補

填される額�－�（10万円�または�総所得金額
等の合計額の５%のいずれか少ない金額）

→医療費控除の特例（セルフメディケーション税
　制）について
　特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康
診査、がん検診などの健康の維持増進および疾病
の予防への取組を行う個人を対象として、平成29
年１月１日以降に、自己または配偶者その他親族
に係る一定のスイッチOTC医薬品（※）の購入
代金を支払った場合、その年中の支払額が１万２
千円を超えるときは、その超える金額について、
その年分の総所得金額等から控除する制度です
（上限８万８千円）。ただし、従来の医療費控除
との併用はできません。
※要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療
用から転用された医薬品（類似の医療用医薬品が
医療保険給付の対象外のものを除く）。

→障害者控除、寡
か ふ

婦・寡
か ふ

夫控除
　障がい者、寡婦・寡夫の方は申告をされると所
得から一定額が控除されるほか、合計所得金額が
125万円以下（給与収入に換算すると204万４千円
未満）の方は、市・県民税が非課税となりますの
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で、忘れずに申告をしましょう。

◆障害者控除について
　前年の12月31日の現況において、以下の要件を
満たす方が対象となります。
＊身体障害者手帳（１～６級）をお持ちの方
＊�精神障害者保健福祉手帳（１～３級）をお持ち
の方
＊療育手帳（ＡまたはＢ）をお持ちの方
＊戦傷病者手帳をお持ちの方
＊�寝たきりで複雑な介護が必要な方（市が発行す
る証明書が必要です）��
※上記に当てはまらない方でも該当する場合があ
りますので、詳しくはお問い合わせください。��

◆寡婦・寡夫控除について
　前年の12月31日の現況において、夫（または妻）
と死別あるいは離婚した後、再婚していない方
で、下図の条件に該当される方が対象となります。

→社会保険・生命保険・地震保険料控除
　各種健康保険や介護保険、国民年金等に加入さ
れている方は、支払った保険料を社会保険料控除
として所得から差し引くことができます。

　また、生命保険や地震保険に加入されている方
も生命保険料、地震保険料等を申告することで所
得控除として差し引くことができます。
　これらの保険料は、申告をされないと、市・県
民税の所得控除として適用されませんので、忘れ
ずに申告をしましょう。

　ご家族の保険料をお支払いされた場合も、申告
により、お支払いされた方の所得控除として適用
することができます。
　ただし、公的年金や給与から引き去りされた社
会保険料や、年末調整で適用した各種保険料は、
ご本人以外の所得控除として申告することができ
ませんのでご注意ください。

◆納付額証明書の発行について
　申告には、支払額の確認できる領収書や納付額
証明書が必要です。
　社会保険を任意継続されている方や、その他の
国保組合等の保険に加入されている方は、各保険
者やお勤め先にご確認ください。
国民健康保険納付額証明書

……平成29年10月27日発送
介護保険納付額証明書

…………平成30年1月23日発送予定
後期高齢者医療保険納付額証明書
　　　　　　　……平成30年1月23日発送予定

●�所得税と市・県民税で各種所
得控除の金額が異なります

　所得税と市・県民税の計算においては、所得控
除の額に差があります。例えば、基礎控除額は所
得税では38万円ですが、市・県民税では33万円で
す。そのため、所得税では非課税となる場合であ
っても、市・県民税では所得割が課税されること
があります。

男性の場合
寡　　夫

26万円(27万円）

死別または離婚した方死別または離婚した方離婚した方死別した方

女性の場合
寡　　婦 特別寡婦

30万円（35万円）26万円(27万円）控除額 ※２
（※１）総所得金額等が38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方に限られます。
（※２）（　）内は、所得税の控除額です。

本人の合計所得
金額が500万円
以下

生計を一にす
る子ども（※1）
か扶養親族が
いる

生計を一にする子ども（※1）か
扶養親族がいる 本人の合計所得金額が

500万円以下
本人の合計所得金額が
500万円以下

扶養親族で
ある子ども
がいる

生計を一にす
る子ども（※1）
がいる

または かつ かつ

●寡婦・寡夫控除の条件とは
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Ｑ＆Ａ（個人市・県民税）

Ｑ1 亡くなられた方の
市・県民税について

　私の夫は平成29年11月に亡くなりましたが、夫
の市・県民税はどうなりますか？

　市・県民税は、毎年１月１日（賦課期日）
現在、市内に住んでいる方に対して、前年

の所得に基づいて課税されますので、平成29年中
にお亡くなりになった場合、平成30年度以降の市
･県民税は課税されません。
　なお、平成29年度の市・県民税が課税されてい
る場合、納税義務は相続人の方に承継されます。

Ｑ2 「課税・非課税の基準」と　　
「扶養に入れる基準」について

　私はパート収入（100万円）で、夫の勤務先の
年末調整で扶養に入っていますが、市・県民税の
納税通知書が届きました。なぜですか？

　市・県民税においては、課税と扶養の基
準は異なります。そのため、扶養されてい

る方であっても、市・県民税が課税される場合が
あります（下例参照）。
⑴課税・非課税の基準について
【判定基準】前年の合計所得金額により判定
32万円×（１+扶養人数※１）+19万円※２

※１�16歳未満の扶養親族も扶養人数に含みます。　

※２�扶養人数が０の場合、19万円の加算額はありません。

◎障がい者、未成年者、寡婦・寡夫の方で、前年の合計

所得金額が125万円以下の場合は非課税となります。

給与収入のみの場合、97万円（所得が32万円）以
下の方が非課税となります。

＊所得税は、給与収入の場合、103万円（所得が
38万円）以下の方が非課税となります。

課税・非課税の基準
給与収入 市・県民税 所得税
97万円以下 非課税 非課税

97万円超～103万円以下 課税 非課税
103万円超～ 課税 課税

⑵扶養の基準について
　給与収入のみの場合、103万円（所得が38万円）
以下の方が扶養親族の対象となります。
→扶養親族の要件とは（所得要件以外）
◦�配偶者、６親等内の血族および３親等内の姻族
であること。

◦�生計を共にし、同居している。もしくは、勤務、
修学上等の都合で別居しているが、生活費、学
資金等の送金が常にあること。

　

Ｑ3 公的年金からの　
特別徴収について

　公的年金から特別徴収（引き去り）されている
のに、市・県民税の納付書が届きました。なぜで
すか？　

　公的年金から引き去りされるのは、公的
年金所得に対して計算した市・県民税で

す。公的年金以外の所得（給与・農業・不動産な
ど）がある場合、これに係る市・県民税は、給与
からの特別徴収（給与所得がある方で給与からの
引き去りの対象者のみ）または普通徴収（納付書
または口座振替）により納めていただきます。
　また、前年度の下半期（10・12・２月分）に公
的年金からの特別徴収をされていない方、または
前年度の途中で転入された方についても、上半期
（４・６・８月分）は普通徴収で納めていただき
ます。

Ａ1

Ａ2

Ａ3

例1）
①所得の算出
（収入） （給与所得控除額）※ （給与所得）
100万円 － 65万円 ＝ 35万円

※

②基準額との比較
　A　課税・非課税について
（給与所得） （非課税基準）
35万円 ＞ 32万円 ⇒ 課税

　B　扶養について
（給与所得） （扶養基準）
35万円 ＜ 38万円 ⇒ 扶養対象

①所得の算出
（収入） （給与所得控除額）※ （給与所得）
120万円 － 65万円 ＝ 55万円

※

②基準額との比較
　A　課税・非課税について
（給与所得） （非課税基準）
55万円 ＜ 83万円※ ⇒ 非課税

※

　B　扶養について
（給与所得） （扶養基準）
55万円 ＞ 38万円 ⇒ 扶養対象外

収入額により変動。収入額が65万1千円～161万9千円未満の場合 収入額により変動。収入額が65万1千円～161万9千円未満の場合
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固定資産税・都市計画税
●固定資産税について　
　固定資産税は、毎年₁月₁日（「賦課期日」と
いう）に土地・家屋・償却資産を所有する方に、
固定資産の価格を基に算定した税額を、固定資産
が所在する市町村に納めていただく税金です。

◆固定資産税を納める方（納税義務者）
　�　「登記簿」「課税台帳」等に賦課期日に所有者
として登録されている方が固定資産税を納める
「納税義務者」となります。ただし、納税義務
者が賦課期日前に死亡している場合には、賦課
期日現在に現に所有（相続）している方が新し
い納税義務者となります。

◆固定資産税の免税点
　�　固定資産税には免税点（課税が免除される金
額）制度が設けられています。詳しくは下の表
の「免税点」の欄をご覧ください。

◆固定資産税の減免
　�　納税者や課税対象となるものに次のような特
別の事情があるときには、固定資産税・都市計
画税を減免する制度があります。

　◦�生活保護を受給している方が所有する固定資
産

　◦公共の用に供している固定資産
　◦災害により著しく価値を減じた固定資産
　◦�その他（詳しくは資産税課へお問い合わせく

ださい）

●都市計画税とは
　都市計画税は、国や県から認可を受けた都市計
画事業の財源として、都市計画区域内の土地・家
屋に対し課税される目的税で、固定資産税と一緒
に納めていただきます。

税の種別 固定資産税 都市計画税

課 税 対 象 土地・家屋・償却資産 土地・家屋

納 税 義 務 者

毎年１月１日現在に所有者として下記に
登記または登録されている方
土　　地：登記簿または土地補充課税台帳
家　　屋：登記簿または家屋補充課税台帳
償却資産：償却資産台帳

毎年１月１日現在で、都市計画区域に所
在する土地および家屋を所有している方

課 税 標 準
原則として、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格
（住宅用地等の特例措置が適用された等の場合は、課税台帳価格よりも低くなります）

税 率 1.4％
0.25％（都市計画用途区域内）
0.15％（都市計画用途区域外）

税額の計算方法 課税標準額　×　税率　＝　税額

免 税 点

市内で同一の方が所有する固定資産税の
課税標準額の合計が、次に掲げる額未満の
場合には、固定資産税は課税されません。
土　　地：30万円
家　　屋：20万円
償却資産：150万円

固定資産税が免税点未満のものは、都市
計画税は課税されません。
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固定資産税・都市計画税（土地）
　土地の評価は固定資産評価基準によって、売買
実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎とし
て、地目別に定められた評価方法により行いま
す。その評価は３年に１度見直されます。

◆地目（土地の用途）
　�　地目は、宅地、田及び畑（併せて農地といい
ます）、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並び
に雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地
目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、そ
の年の１月１日（賦課期日）の現況の地目によ
ります。

◆地積（土地の面積）
　�　地積は、原則として土地登記簿に登記されて
いる地積によります。

◆価格（評価額）
　�　価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実
例価額を基に算定した正常売買価格を基礎とし
て求めます。特に宅地の評価は地価公示価格等
の７割を目途に評価を行います。

◆路線価等の公開
　�　納税者に土地の評価に対する理解と認識を深
めていただくために、評価額の基礎となる路線
価が全て公開されています。また、標準宅地の
所在についても公開されています。

　＜標準宅地について＞
　�　標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その
主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。

　＜路線価について＞
　�　路線価とは、市街地などにおいて街路に付け
られた価格のことであり、具体的には、その街
路に接する標準的な宅地の1㎡当たりの価格を
いいます。
　�　主要な街路の路線価は、標準宅地についての
地価公示価格や鑑定評価額等を基にして求めら
れ、その他の街路については、この主要な道路
の路線価を基にして道路の幅員や公共施設から
の距離等に応じて求められます。宅地の評価額
は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状
況（奥行、間口、形状など）に応じて求められます。

◆住宅用地に対する課税標準の特例
　�　住宅用地については、その税負担を特に軽減
する必要から課税標準の特例措置が設けられて
います。

　＜住宅用地の範囲＞
　住宅用地には次の二つがあります。
　１　�専用住宅（専ら人の居住の用に供する家

屋）の敷地の用に供されている土地…その
土地の全部（家屋の延床面積の10倍まで）

　２　�併用住宅（一部を人の居住の用に供する家
屋）の敷地の用に供されている土地…その
土地の面積（家屋の延床面積の10倍まで）
に一定の率（下表参照）を乗じて得た面積
に相当する土地

　特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、
家屋の敷地の用に供されている土地面積に次の住
宅用地の率を乗じて求めます。

　 家　　　屋
居住部分の
割　　　合

住宅用地の
率

イ 専用住宅 全部 1

ロ
ハ以外の
併用住宅

４分の１以上
２分の１未満

0.5

２分の１以上 1

ハ

地上５階以
上の耐火建
築物である
併用住宅

４分の１以上
２分の１未満

0.5

２分の１以上
４分の３未満

0.75

４分の３以上 1
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◆�空家等対策の推進に関する特別措置法による住
宅用地の特例の除外

　�　適切な管理が行われていない空き家等が、防
災・衛生・景観等の面から地域住民の生活環境
に影響を及ぼしており、問題となっています。

　�　生活環境の保全や空き家等の活用を図るこ
とを目的として、平成26年11月に「空家等対
策の推進に関する特別措置法」が公布され、
平成27年５月に改正地方税法が施行されてい
ます。

　�　法律に基づき特定空家等として勧告を受けた
場合、当該空き家の敷地の用に供されている土
地については、固定資産税の住宅用地に対する
課税標準の特例の対象から除外されます。

【特定空家等とは･･･】
　１.�倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ

る状態
　２.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
　３.�適切な管理が行われていないことにより著

しく景観を損なっている状態
　４.�その他周辺の生活環境の保

全を図るために放置するこ
とが不適切である状態

　※�固定資産税の賦課期日は１月１日であるた
め、勧告をされた年の固定資産税については
変更ありません。

　＜住宅用地の軽減措置＞
　１　小規模住宅用地
　　�　200㎡以下の住宅用地（200㎡を超える場合

は住宅１戸あたり200㎡までの部分）を小規
模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課
税標準の限度額は、固定資産税については価
格の６分の１、都市計画税については価格の
３分の１とする特例措置があります。

　２　一般住宅用地
　　�　小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅

用地といいます。たとえば、300㎡の住宅用
地（一戸建て住宅の敷地）であれば、200㎡
分が小規模住宅用地で、残りの100㎡が一般
住宅用地となります。一般住宅用地の課税標
準の限度額は、固定資産税については価格の
３分の１、都市計画税については価格の３分
の２とする特例措置があります。

◆住宅用地の課税標準の特例措置

特例措置の区分� 固定資産税� 都市計画税�

小規模住宅用地��
（１戸につき200㎡まで）

６分の１� ３分の１�

一般住宅用地��
（小規模住宅用地を除く住宅用地）

３分の１� ３分の２�

土地全体　３００㎡

小規模住宅用地　2００㎡

一般住宅用地　1００㎡

なるほど。家を壊すと、その敷地であっ
た土地の税額が上がるというのは、住宅
用地でなくなり、軽減措置が受けられな
くなるためですね。

………………�問い合わせ先�………………
　・特定空家等の認定についてのこと
　　生活安全課　空家対策室（山口総合支所３階）

　☎０8３-9３４-291５　　FAX０8３-9３４-2６４４
　・土地の固定資産税についてのこと
　＜北部地域＞
　　資産税課土地担当（山口総合支所２階）

　　☎０8３-9３４-2７３７　　FAX０8３-9３３-1０8３
　＜南部地域＞
　　資産税課家屋土地第一担当（小郡総合支所１階）

　☎０8３-9７３-2４1５　　FAX０8３-9７３-2５8６
　＜徳地・阿東地域＞
　　資産税課家屋土地第二担当（阿東総合支所１階）

　☎０8３-9５６-０７98　　FAX０8３-9５７-０821
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◆�新築住宅に対する固定資産税の減額措置
　�　次の要件を満たす住宅については、新築後の
一定期間、居住部分の120㎡分までの固定資産
税額の２分の１が減額されます（都市計画税は
減額されません）。

▶適用対象（要件）
　◦�居住用の住宅（店舗等との併用住宅の場合

は、居住部分の割合が２分の１以上）である
こと。

　◦�床面積が、50㎡（一戸建て以外の貸家住宅に
あっては40㎡）以上280㎡以下であること。

▶減額される範囲
　�　減額の対象となるのは、新築された家屋のう
ち居住部分だけであり、併用住宅における店舗
部分などは減額の対象とはなりません。なお、
居住部分の床面積が120㎡を超える場合は、120
㎡分に相当する部分が減額対象になります。

▶�減額される期間
　◦一般の住宅
　　新築後３年度分（※５年度分）
　◦３階建以上の中高層耐火住宅等
　　新築後５年度分（※７年度分）

※�（長期優良住宅の認定を受け新築された住宅）
長期優良住宅の認定要件や手続きに関しては、
市開発指導課（☎０8３-9３４-28４７）にご確認くだ
さい。

◆その他の減額措置
　�　家屋の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ
改修に伴う工事を行った場合、それぞれの一定
要件を満たした家屋について、固定資産税額が
減額される制度があります（都市計画税は減額
されません）。　

　　詳しくはお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税（家屋）
◆�家屋の固定資産税について
▶課税の対象となる家屋
　�　固定資産税の課税の対象となる家屋は、以下
の３つの要件を満たすものです。
　①屋根があり、３方以上壁に囲われているもの
　②土地に定着しているもの
　③建物の本来の目的として、使えるもの
▶課税標準額
　�　家屋の課税標準額は、固定資産評価基準によ
って評価した、「評価額」です。よって、固定
資産税における家屋の「評価額」は、実際の建
築費や取得額とは異なります。
▶課税対象面積
　�　家屋の課税対象面積は現況床面積（延床面
積）になりますので、登記床面積と異なる場合
もあります。マンションなどについては、共用
部分の面積が加算されます。

◆�家屋の評価
①新築・増築の家屋の場合
　�　実際に現地で家屋を調査させていただき、評
価額を算出します。

　 評価額＝再建築価格×経年減点補正率

　☞再建築価格とは
　�　評価の対象となる家屋と同じものを、評価の
時点において同じ場所に新築することとした場
合に、必要とされる経費（建築資材費等）を固
定資産評価基準により算出したものです。
　☞経年減点補正率とは　
　�　家屋建築後の年数経過によって生じる損耗の
状況による減価をあらわしたものです。

②新築・増築家屋以外の家屋（在来分家屋）の場合
　�　３年に１度、評価替えをおこないます。建築
資材費等の価格の変動と建築後の年数の経過に
よる損耗を考慮し、国が一律に示す係数を掛け
合わせることにより評価額を見直します。ただ
し、その価額が前年度の価額を超える場合は前
年度の価額に据え置かれます（次の評価替えの
年度は平成30年度です）。

………………�問い合わせ先�………………
　　＜北部地域＞
　　資産税課家屋担当（山口総合支所２階）

　　☎０8３-9３４-2７３６　　FAX０8３-9３３-1０8３
　＜南部地域＞
　　資産税課家屋土地第一担当（小郡総合支所１階）

　☎０8３-9７３-2４1５　　FAX０8３-9７３-2５8６
　＜徳地・阿東地域＞
　　資産税課家屋土地第二担当（阿東総合支所１階）

　☎０8３-9５６-０７98　　FAX０8３-9５７-０821

わたしたちの市税　平成30年版 １１

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

軽
自
動
車
税

税
に
関
す
る
証
明
書

市
税
・
保
険
料
の
納
め
方

平
成
３０
年
度
市
・
県
民
税
申
告
相
談

税
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

個
人
市
・
県
民
税



償　却　資　産

償却資産（固定資産税）の申告はお済
みですか？
平成30年度申告は１月3１日水までです

　償却資産の所有者は地方税法383条の規定によ
り、毎年１月１日（賦課期日）現在に所有してい
る償却資産について、資産所在地の市町村長に申
告することとなっています。
　市内に償却資産を所有されている方、特に新し
く事業を始められた方は忘れずに申告書を提出し
てください。

◆償却資産とは
　�　申告の対象となる償却資産とは、店舗・事業
所を開設している方、何らかの事業を行ってい
る方が事業のために用いる、取得価額が1０万円
以上の機械・器具・備品などです。家屋として
評価していない内装工事、改良工事も含みます。
※�取得価額が10万円未満の資産であっても、個別
に償却している資産は申告の対象となります。

◆償却資産の例
　○飲食店…厨房設備，レジスター��等
　○小売店…商品陳列ケース，自動販売機��等
　○理容・美容業…理容・美容椅子、洗面設備��等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆償却資産の種類

資産の種類 品　名

第１種 構築物
門、塀、広告塔、路面舗
装（駐車場舗装等）、屋外
排水溝、緑化施設��等

第２種
機械および
装置

建設機械、印刷機械、医
療用機器�等

第３種 船舶
漁船、貨物船、遊覧船、
客船　等

第４種 航空機
飛行機、ヘリコプター、
グライダー�等

第５種
車両および
運搬具

フォークリフト等の大型
特殊自動車
その他運搬車※

第６種
工具、器具
および備品

事務机、応接セット、陳
列ケース、冷蔵庫、パソ
コン、レジスター��等

※自動車税・軽自動車税の課税対象となる資産は入りません。

◆償却資産の評価額について
　�　固定資産評価基準によって、取得価額を基礎
として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少
（減価）を考慮して評価します。

　①前年中に取得された償却資産

　　 評価額＝取得価額×（１−減価率/２）

　②前年前に取得された償却資産

　　 評価額＝前年度の評価額×（１−減価率）

　※�①②により求めた額が（取得価額×５/100）
よりも小さい場合は、（取得価額×５/100）
により求めた額を評価額とします。

　▶取得価額
　　原則として国税の取り扱いと同様です。
　▶減価率
　　�耐用年数表（財務省令）に掲げられている耐

用年数に応じて減価率が定められています。

◆課税標準額について
　�　毎年１月１日現在の償却資産の評価額の合計
が課税標準額となります。ただし、特例の適用
がある場合は評価額に特例率を乗じた額が課税
標準額となります。

………………�申告受付場所�………………
　◦資産税課家屋担当（山口総合支所２階）
　　〒753-8650　山口市亀山町２番１号
　◦資産税課家屋土地第一担当（小郡総合支所１階）
　　〒754-8511　山口市小郡下郷609番地１
　◦資産税課家屋土地第二担当（阿東総合支所１階）
　　〒759-1512　山口市阿東徳佐中3417番地２

　※�郵送の場合は、資産税課家屋担当（山口総
合支所内）へご提出ください。

………………�問い合わせ先�………………
　◦資産税課家屋担当　（山口総合支所２階）

　　☎０8３-9３４-2７３６　　FAX０8３-9３３-1０8３
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●縦覧制度とは
　縦覧制度とは、固定資産税が課税されているご
自身の資産について、評価が適正であるかどうか
を判断するため、定められた期間内に山口市内の
他の資産の価格と比較できる帳簿を、無料でご覧
いただける制度です。ただし、土地を所有する方
は土地のみ、家屋を所有する方は家屋のみの帳簿
をご覧になれます。また、償却資産は縦覧制度の
対象外です。

●閲覧制度とは
　閲覧制度とは、納税義務者等がご自身の資産に
ついて、固定資産課税台帳に登録された内容を確
認できる制度です。また、借地人・借家人も借用
物件の課税台帳の閲覧ができます。
　なお、毎年４月にお送りしています納税通知書
３ページ目以降の「課税明細書」にも、課税台帳
に登録されたものと同じ内容を掲載していますの
で、ご確認ください。

固定資産税の縦覧閲覧制度

制度の名称 縦覧制度 閲覧制度

制度を利用できる方

１.山口市内に所在する土地・家
屋に係る固定資産税の納税者
本人または同一世帯の親族

２.代理人

１.固定資産税の納税義務者または同一世帯の親族
２.納税管理人
３.代理人
４.借地借家人（賃貸借契約者）
５.権利関係人（所有権取得者、処分権保持者等）

ご覧いただける内容

（土地）課税対象土地の所在、地番、
地目、地積、価格

（家屋）課税対象家屋の所在、家
屋番号、種類、構造、床
面積、価格

○上記１～３の方
　対象となる納税義務に係る固定資産課税台帳
○上記４～５の方
　対象となる権利の目的である固定資産課税台
帳

受 け 付 け 時 に
必 要 な も の

○納税者本人、同一世帯の親族が
縦覧するとき

　本人確認のできる身分証明書
（運転免許証等）
○代理人が縦覧するとき
　納税者からの委任状、本人確認
のできる身分証明書

○納税義務者、同一世帯の親族、納税管理人が
閲覧するとき

　本人確認のできる身分証明書（運転免許証等）
○代理人が閲覧するとき
　納税義務者からの委任状、本人確認のできる
身分証明書

○借地借家人が閲覧するとき
　賃借関係を証明する書類、本人確認のできる
身分証明書

○１月２日以降に権利関係人になった方が閲覧
するとき

　登記事項証明書または売買契約書、本人確認
のできる身分証明書

実 施 日
毎年４月１日から第１納期限まで
の開庁日（土・日曜日、休日を除く）

毎年４月１日から翌年３月末日までの開庁日
（土・日曜日、休日を除く）

実 施 場 所

山口、小郡、秋穂、阿知須、徳地、
阿東総合支所の特設会場

○山口総合支所市民税課管理担当（ただし、縦
覧期間中は特設会場で受付）

○小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東総合支所の
総合サービス課

手 数 料 無料
100円（１名義／１年度）
ただし、縦覧期間中は無料。
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●まずはご相談ください
　課税されている固定資産税の税額、各資産の評
価内容等について疑問やご不明な点がございまし
たら、まずは下記の問い合わせ先にご相談くださ
い。課税内容についてご説明を差し上げ、必要に
応じて現地を再度調査させていただきます。ご遠
慮なくお申し出ください。
　万一、課税内容に誤りが見つかった場合には、
修正させていただきます。
　山口市役所では、固定資産の利用状況の変化を
毎年可能な限り調査していますが、市内すべての
資産について漏れなく把握するには、どうしても
限界があります。このため、資産を所有される皆
さんからのお問い合わせが適切な調査のきっかけ
になっています。
　お持ちの資産の利用状況が変わった場合など
は、ぜひお知らせください。より適正な課税のた

め、ご協力をお願いいたします。

●それでも納得できないときは
　お問い合わせにより再調査をさせていただき、
十分な説明を差し上げた上で、それでも納得でき
ない場合のために、「不服申立て制度」が設けら
れています。
　不服申立て制度には、不服の内容に応じて下の
表のとおり２通りの種類がございます。
　このうち、土地や家屋の価格について不服があ
る場合に行うことのできる「審査申出」は、新た
に課税台帳に価格が登録された場合、または価格
に修正が加えられた場合に提出できます。
　平成30年度は評価替えの年度ですので、上記事
由に該当する家屋のほか、全ての土地と家屋に関
して審査申出が可能です。
　なお、不服申立ては、対象となる固定資産の納
税義務者またはその代理人が行うことができま
す。各手続きの詳細については、下記の受付場所
へお問い合わせください。

固定資産税の課税内容に
疑問があるときは

制度の名称 審査申出 審査請求

不 服 内 容
固定資産課税台帳に登録された

価格についての不服
左欄以外の事項の

賦課決定処分についての不服

申 立 期 間
公示日から、納税通知書の交付を

受けた日の翌日から起算して3か月以内
納税通知書を受け取った日の
翌日から起算して3か月以内

申 立 方 法 審査申出書の提出 審査請求書の提出

受 付 場 所
総務課文書担当（山口総合支所２階）

☎083-934-2724
資産税課（山口総合支所２階）

☎083-934-2930

申 立 先 固定資産評価審査委員会 市長

北部地域

南部地域

徳地・阿東地域

（大殿、白石、湯田、仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳）
資産税課家屋担当　☎０8３-9３４-2７３６
資産税課土地担当　☎０8３-9３４-2７３７　　FAX０8３-9３３-1０8３

（小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山）
資産税課家屋土地第一担当　☎０8３-9７３-2４1５　　FAX０8３-9７３-2５8６

資産税課家屋土地第二担当　☎０8３-9５６-０７98　　FAX０8３-9５７-０821

…………………………………………………�問い合わせ先�…………………………………………………�
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Ｑ1 家屋を取り壊すと
　家屋を平成29年５月に取り壊し、更地にしたので
すが平成29年度の固定資産税は減額されますか？

　固定資産税はその年の１月１日の状況で
税金をお願いするため、平成29年度の固定

資産税を減額することはできません。なお、平成
30年度からは下記のとおり変更となります。
○土地
　家屋（住宅）を取り壊し更地にすると、住宅用
地の特例措置がなくなるため、平成30年度から土
地の固定資産税が上がります。その他状況が変わ
れば税額に影響がでてきますので、詳しくは資産
税課までお問い合わせください。
○家屋
　平成30年１月１日には家屋が存在しないため、
平成30年度から固定資産税はかかりません。
家屋を取り壊した際はその旨のご連絡をお願いし
ます。

Ｑ2 農地転用の許可を受けると
　家を建てるために農地転用をした後もそのまま
耕作しています。税金はどうなりますか？

　宅地並の課税をしています。宅地等に転
用する申請（農地法４・５条）を許可され

た農地は、外見上農地としての形態をとどめてい
ても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有
していると考えられるため、宅地並の課税となり
ます。

Ｑ3 課税対象となる建物について
　倉庫・物置は課税対象になりますか？

　基本的には課税対象となりますが、ホー
ムセンター等で販売されている倉庫・物置

を、ブロックや直接土地の上に固定せずに設置し
ている場合は、家屋の課税要件の「土地に定着し
ているもの」を満たさないため、課税対象外にな
ります。ただし、同じ倉庫・物置であっても、コ
ンクリート基礎等が施工されている場合は、土地
に定着しているため、課税対象となります。

Ｑ4 家屋を増築するときについて
　家屋を増築しようと思います。固定資産税につ
いて何か手続きは必要ですか？

　固定資産税についての手続きは必要あり
ませんが、翌年度から固定資産税をお願い

するために現地調査をさせていただく必要があり
ますので、工事が完了しましたらご連絡をお願い
します。

Ｑ5 納税通知書をなくした時について
　納税通知書をなくしました。自身の資産の確認
をしたいので、再発行してほしいのですが…。

　納税通知書は、再発行できません。資産
の確認については、名寄帳や課税証明書等

でご確認いただけます。山口総合支所市民税課証
明発行窓口または各総合支所総合サービス課の窓
口でご請求ください。

Ｑ6 納税通知書が届かないときは
　今年から納税通知書が届かないのですが…。

　可能性のひとつとして、免税点未満とな
り課税されなくなったことが考えられます

（８ページ参照）。逆のケースで、免税点以上に
なれば課税対象となり、納税通知書が届くように
なります。納税通知書が届くかどうかは、免税点
未満か否かに限りませんので、資産税課までお問
い合わせください。

Ｑ7 納税通知書の送付先について
　私は単身赴任で県外にいますが、私が所有する
土地・家屋で妻子が生活しています。固定資産税
の納税通知書を市内の妻に直接届けてもらうに
は、どうすればいいですか？

　納税管理人という制度があります。
土地・家屋の所有者はそのままで、納税通

知書の送付先を納税管理人になられた方にする制
度です。ただし、納税義務者が市外に居住してい
ることが納税管理人設定の条件です。

固定資産税に関するＱ＆Ａ

Ａ1

Ａ4

Ａ5

Ａ6

Ａ7

Ａ2

Ａ3
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車　　　　　　種 税率（年税額）

原 動 機 付�
自 転 車

第一種　��　50cc以下（0.6kｗ以下）※ミニカーを除く 2,000円 白

第二種乙　��90cc以下（0.8kｗ以下） 2,000円 黄

第二種甲　125cc以下（1.0kｗ以下） 2,400円 桃

ミニカー　三輪以上で20cc超～50cc以下�
（0.25kｗ�超～0.6kｗ以下）

3,700円 水色

軽 二 輪 125cc超～250cc以下 3,600円 白

小 型 二 輪 250cc超 6,000円 白

小 型 特 殊�
自 動 車

農耕作業用 2,400円
緑

その他 5,900円

車　　　　種
税率（年税額）

①平成27年3月31日�
までに新車新規登録

②平成27年4月1日�
以後に新車新規登録

③登録後13年超�
（重課税率）

軽自動車

三輪　50cc超～660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円

四輪乗用　（営業用） 5,500円 6,900円 8,200円

四輪乗用　（自家用） 7,200円 10,800円 12,900円

四輪貨物　（営業用） 3,000円 3,800円 4,500円

四輪貨物　（自家用） 4,000円 5,000円 6,000円

軽 自 動 車 税
●原動機付自転車および二輪車等の税率

●三輪、四輪の軽自動車の税率
　新車新規登録の時期により、適用される税率が異なります。
　※「新車新規登録」年月については、車検証の「初度検査年月」をご確認ください（次ページ見本参照）。

◆新車新規登録から1３年経過した車両については③重課税率が適用されます。
　　（ただし、「燃料の種類」が電気、天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動
車および被けん引車を除きます）
　※平成30年度以後に新たに重課税率となる年度は下表のとおりです。

　

新車新規登録年月 重課税率となる年度

平成15年1月～平成16年3月 平成29年度

平成16年4月～平成17年3月 平成30年度

平成17年4月～平成18年3月 平成31年度

平成18年4月～平成19年3月 平成32年度
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車　　　　　種
軽減後の税率（年税額）

①税率を概ね
75％軽減

②税率を概ね
50％軽減

③税率を概ね
25％軽減

三　　輪 1,000円 2,000円 3,000円

四輪以上

乗 　 用
営 業 用 1,800円 3,500円 5,200円

自 家 用 2,700円 5,400円 8,100円

貨 物 用
営 業 用 1,000円 1,900円 2,900円

自 家 用 1,300円 2,500円 3,800円

車検証見本

◆軽自動車税のグリーン化特例（軽課）が適用されます。
　　平成29年４月１日から平成30年３月31日までに新車新規登録した車両のうち、一定の環境性能を有する
ものについて、平成30年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。対象および税率は下表のとおりです。
　（グリーン化特例（軽課）は車両につき一度の適用であるため、平成29年度に軽減された車両は平成３０年
度は通常の税率となります）

①　電気自動車・天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10％低減）
②　乗　用：平成30年排出ガス基準50％低減達成または平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成32年度燃費基準＋30％達成車
　　貨物用：平成30年排出ガス基準50％低減達成または平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成27年度燃費基準＋35％達成車
③　乗　用：平成30年排出ガス基準50％低減達成または平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成32年度燃費基準＋10％達成車
　　貨物用：平成30年排出ガス基準50％低減達成または平成17年排出ガス基準75％低減達成かつ平成27年度燃費基準＋15％達成車
※②、③については、揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

　軽自動車税は、毎年４月１日現在に軽自動車
等を所有している方に課税されます。
　なお、４月２日以降に変更手続き（廃車、譲渡）
をした場合には、その年度の税金を全額納めて
いただくことになりますのでご注意ください。
（普通自動車のような月割での還付制度はあり
ません）

●軽自動車を廃車（スクラップ
　等）、または譲渡した場合は、
　早めに手続きをしてください。

車　種 問い合わせ先・手続き場所

原動機付自転車
（125cc以下）

小型特殊自動車
（農耕作業用・その他）

各総合支所、各地域交流センター（次
は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋
穂、阿知須、徳地、阿東）および各分館、
大海総合センター
☎083-934-2734
（山口総合支所　市民税課）

軽自動車
（二輪125cc超～250cc以下）

全国軽自動車協会連合会　山口事務所
山口市葵一丁目5番58号　
☎083-922-8877

軽自動車
（三輪・四輪）

軽自動車検査協会　山口事務所
山口市葵一丁目5番57号
☎コールセンター　050-3816-3085

二輪の小型自動車
（250cc超）

中国運輸局　山口運輸支局
山口市宝町1番8号
☎050-5540-2073（自動音声案内）
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Ｑ1 農耕作業用の小型特殊自動
車（トラクター等）のナン
バープレートについて

　農耕作業用のトラクターを所有しています。公
道走行しないトラクターでも、ナンバープレート
をつけないといけませんか？

　登録のための申告が必要です。軽自動車
税は所有していることに基づいて課税され

ますので、公道を走行しなくても課税対象となり
ます。ナンバープレートは公道走行を許可するも
のではなく、課税されていることを示す「課税標
識」です。そのため登録の申告をしてください。

Ｑ2 乗らない原動機付自転車（原
付）のナンバープレートの
返却について

　原付を所有していますが、しばらく乗らないの
で廃棄（ナンバープレートの返却）をしたいので
すが？

　廃車ができるのは、原則、誰かに譲る、
業者に売却する、スクラップにする等車両

を手放す場合となりますので、乗らないからとの
理由では廃車は受け付けていません。なお、軽自
動車税には、財産税としての性格があるため、所
有している限り課税されます。

Ｑ3 他市町村に転出する場合
　山口市から転出することになりました。山口市
のナンバープレートの付いた原付を所有していま
すが、そのまま転出先で使用してもいいでしょう
か？

　原付には主たる定置場（所有者の住所
地）の市町村のナンバープレートを付ける

必要があります。転出する場合は、山口市のナン
バープレートを返却（廃車）し、転出先の市町村
で交付（登録）を受ける必要があります。なお、
返却手続きは、転出先の市町村窓
口でも可能です。詳細は市民税課
管理担当にお問い合わせくださ
い。

軽自動車税に関するＱ＆Ａ

Ａ1

Ａ2

Ａ3

平成30年度軽自動車税の減免申請について
　心身に障がいのある方、または心身に障がい
のある方と生計を一にする方が所有する軽自動
車等について、一定の要件を満たす場合には、
申請により税金が減免されることがあります。

◆手続きに必要な書類等
　・納税通知書（平成30年5月上旬発送予定。

5月中旬を過ぎても届かない場合は市民税
課にご連絡ください）

　・身体障害者手帳または療育手帳等
　・運転免許証（対象車両を運転する方のもの）
　・車検のある車両については車検証
　・印鑑（心身に障がいのある方と軽自動車等

の所有者および運転者が別世帯の場合は、
それぞれの方の印鑑も必要）

　・届出者の身分証明書
　・納税義務者のマイナンバーカードもしくは

通知カード

◆申請期間
　平成30年5月中旬（納税通知書到着後）から
　平成30年5月31日㈭まで

◆平成29年度に減免を受けられた方
　平成30年度も引き続き減免を希望される方に
つきましては、『現況届』を提出いただくこと
で、申請手続きに替えることができます。
　※『現況届』は、平成30年3月ごろに該当者

に郵送いたします。
　※減免は障がいのある方1人につき1台です。
　※減免の要件等、詳細については、下記へお

問い合わせください。

………………�問い合わせ先�………………
市民税課管理担当（山口総合支所１階）
☎０8３-9３４-2７３４　　FAX０8３-9３３-1０8３

わたしたちの市税　平成30年版１8

個
人
市
・
県
民
税

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

軽
自
動
車
税

税
に
関
す
る
証
明
書

市
税
・
保
険
料
の
納
め
方

平
成
３０
年
度
市
・
県
民
税
申
告
相
談

税
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ



税に関する証明書

①所得に関する証明書
　＊原則、当該年度の１月１日に住民票のある市

町村で発行されます。
　●所得・課税証明書
　　前年中の所得と当該年度の市・県民税額を証

明するものです。
　●非課税証明書
　　当該年度の市・県民税が課税されていないこ

とを証明するものです。

②納税に関する証明書
　●納税証明書
　　市・県民税、固定資産税等の税金が納められ

たことを証明するものです。
　●滞納のないことの証明書
　　市税の滞納のないことを証明するものです。
　●滞納処分のないことの証明書
　　過去３年間に滞納処分を受けたことがないこ

とを証明するものです。

③固定資産税に関する証明書
　＊基準日は当該年度の１月１日です。
　●固定資産課税（公課）証明書
　　評価額と課税額を証明するものです。
　●固定資産評価証明書
　　評価額のみを証明するものです。
　●資産のないことの証明書
　　山口市に土地、家屋、償却資産がないことを

証明するものです。

☞なお、この他に固定資産課税台帳および公図の
写しの閲覧をすることができます。

税証明書の種類 税証明書に関するＱ＆Ａ

Ｑ1 税証明書の発行窓口について
　市税に関する証明書が必要なのですが、どこで
申請できますか？�

　市民税課、各総合支所および各地域交流
センター（次は除く。大殿・白石・湯田・

小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東）および分館、
大海総合センターの窓口で取り扱っています。た
だし、固定資産税に係る閲覧や法人の所在証明書
など一部の証明書は市民税課、各総合支所でしか
発行できないものがあります。

Ｑ2 本人が窓口に行けない場合
　所得・課税証明書が欲しいのですが、市役所に
行くことができないので代理の者が申請できます
か？� �

　代理の方が住民票上同一世帯の親族の方
であれば申請できます。なお、窓口に来ら

れる方の身分証明書が必要です。
　代理の方が同一世帯ではない場合は、委任状が
必要です。住所が同じでも住民票上の世帯を別に
している場合は委任状が必要になります。

　土日・祝日も利用できます。
　なお、サービスの利用に当たっては利用者証明用電子証明書を有効に設定した
マイナンバーカードが必要です。

■利用時間　6時30分～ 23時（年末年始とシステム等の休止日を除く）
■手 数 料　1通100円
■問い合わせ先　市民税課管理担当　☎083-934-2734
　※マイナンバーカードについては市民課（☎083-934-2771）におたずねください。

Ａ1

Ａ2

………………�問い合わせ先�………………
市民税課管理担当（山口総合支所１階）
☎０8３-9３４-2７３４　　FAX０8３-9３３-1０8３

１１月から
所得・課税証明書のコンビニ交付サービスが始まりました
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市税・保険料の納め方
口　座　振　替

　口座振替をご利用いただくと、自動的に預(貯)
金口座から納期の末日に振り替えられます。納期
のたびに金融機関等へ出向く必要がなく、納め忘
れもありません。
◆お申し込み方法
　�　口座振替依頼書にご記入・押印のうえ、預（貯）
金口座のある取扱金融機関（下記参照）または
山口市役所収納課窓口にご提出ください。
　�（口座振替依頼書は市内の取扱金融機関に置い
てあります）

取 扱 金 融 機 関
山 口 銀 行みずほ銀行北九州銀行もみじ銀行

西 京 銀 行萩 山 口�
信 用 金 庫

西 中 国�
信 用 金 庫

中 国
労 働 金 庫

信 用 組 合�
広 島 商 銀

山 口 中 央�
農業協同組合

防府とくぢ�
農業協同組合

山 口 宇 部�
農業協同組合

山口県漁業協同組合�
（大海・吉佐各支店）ゆうちょ銀行

◆口座振替の開始
　�◦ゆうちょ銀行以外の金融機関

⇒申込み月の翌月末の納期から
　◦ゆうちょ銀行

⇒申込み月の翌々月末の納期から
　◆！�１期・全期前納の引落しは、２ヶ月前までに

手続きが必要です。

　引落し日は納期の末日１回です。残高不足等で
引落しができなかった場合は、別途お送りする口
座振替不能通知（納付書を兼ねています）で納付
してください。
　全期前納で口座振替ができなかった場合や、年
度途中に全期前納の申し込みをされた場合は、翌
年度から全期前納の引落しとなり、その年度は各
期ごとに引落しされます。
　死亡や世帯主変更により、納税（付）義務者に
変更があった場合や、固定資産税の共有持分に変
更があったときは、引落しが継続されませんので、
再度口座振替の手続きが必要になります。

◆！�ご注意�◆◆！

科目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １2月 １月 ２月 ３月
固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

全　期
第１期 第２期 第３期 第４期

市 県 民 税
（ 普 通 徴 収 ）

全　期
第１期 第２期 第３期 第４期

軽 自 動 車 税 定期
国民健康保険料
（ 普 通 徴 収 ）

全　期
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

介 護 保 険 料
（ 普 通 徴 収 ）

全　期
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

後期高齢者医療保険料
（ 普 通 徴 収 ）

全　期
第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

◆市税・保険料納期一覧表

※税・料の追徴については、納期以外の月にも発生することがあります。その場合の納期は、月末（月末が休日の時は翌日）です。

　納付書は、市役所各総合支所、阿東地域交流セ
ンター篠生分館・生雲分館・地福分館・嘉年分館、
納付書記載の金融機関およびコンビニエンススト
アで使用することができます。納付書を紛失した
場合は再発行できますので、収納課管理担当まで
ご連絡ください。
＊�コンビニエンスストアでは３65日24時間納付で
きますが、納付書使用期限を過ぎたものは取り

納　付　書　納　付 扱いできません（納付書使用期限を過ぎた場合
でも、取扱金融機関窓口で使用できます）。

＊�納付書で納付されてから入金確認できるまで
１０日程度かかります。納期限を過ぎて納付され
ると督促状が行き違いで届く場合がありますの
で、ご容赦ください。

………………�問い合わせ先�………………
収納課管理担当（山口総合支所１階）
☎０8３-9３４-2７３9　　FAX０8３-9３４-2６６8
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税金・保険料の納付が
難しいときはご相談を!

みんなを支える税金・保険料 滞納処分とは？
　市政を運営するための財源に、税金・保険料な
どがあります。これらの税金・保険料は、みなさ
んのための各種公共サービス・事業の推進・保険
給付等に活用されています。

●税金・保険料が納期内に納付
　できないときはご相談を！
　納付期限内に税金・保険料を納付されないと滞
納処分を行います。滞納処分を受けると、財産の
処分を禁じられるほか、社会的信用が損なわれる
場合があります。納付期限内の納付が難しい場合
は、必ず収納課にご連絡ください。現在の生活状
況等をお聞きし、納付相談を行います。

●「市税等コールセンター」から
　納付の呼び掛けをしています！
　水・金曜日　　：午前９時から午後５時
　月・火・木曜日：午後１時から午後８時
　隔週日曜日（月２日以上)
　　　　　　　　：午前９時から午後５時

　地方税法・国税徴収法等に定められている処分
で、納付されていない方の財産を差し押え、差し
押えた財産の換価を行い、税金・保険料に充当す
る一連の手続きを「滞納処分」と言います。
◆不動産、売掛金、給与等の差押～公売・換価
　�　取引先や勤務先などへの調査等により財産を
把握し、差し押え、換価を行うものです。

◆自動車の差押～公売
　�　自動車にタイヤロック（車輪止め）を装着し、
使用を制限したり、自動車を引き揚げて公売し
たりするものです。

◆住居・店舗等の捜索
　�　財産を見つけるために住居・店舗等を法律に
基づいて強制的に捜索するものです。

◆インターネット公売
　�　差し押えた財産を、インターネットサイトを
通じて売却するものです（自動車等）。

滞
納
処
分
の
流
れ

督

促

状

➡
財
産
調
査

➡
差

押

➡
公
売�

・
換
価

タイヤロック

………………�問い合わせ先�………………
収納課（山口総合支所１階）

☎０8３-9３４-2７４０･2７４1･291７　　FAX０8３-9３４-2６６8
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平成30年度（平成29年分）市・県民税申告相談について
　市・県民税申告会場で受付をする申告は、①所得税確定申告と、②市・県民税申告の２種類です。
　①所得税確定申告は、平成29年１月１日から12月31日までの所得を基準に所得税額を計算し、源泉徴収に
よる過不足等の精算を行う手続きです。なお、申告の内容によっては、市・県民税申告会場では受付できな
い場合（23ページ参照）があります。
　②市・県民税申告については、例年申告をされる方で、今年も申告が必要と思われる方へ市・県民税申告
書を送付（1月下旬）しますが、申告書を送付していない方でも申告が必要な場合がありますので、以下の
注意点をご確認いただき、ご不明な点は市民税課市民税担当までお問い合わせください。
⇒個人市・県民税の内容については、４～７ページをご参照ください。

◆期間・会場等
　�　期間中、申告相談を行わない日がありますので、「各地域会場の申告相談日程（25 ～ 27ページ）」をご
確認のうえ、お間違えのないようお越しください。
　�　平日に来られない方のために日曜申告相談窓口を設けていますので、開催日をご確認のうえ、ご利用く
ださい。

◆申告時に持参していただくもの
　１　市・県民税申告書（申告会場にもあります）
　２　収支内訳書（営業・農業・不動産等の所得のある方）
　３　印鑑（認印可、朱肉を使うもの）
　４　所得の計算に必要なもの
　　　◦�源泉徴収票（給与または公的年金）、各支払報告書、帳簿書類、領収書、営業・農業・不動産等の

収入の必要経費となる租税公課（固定資産税、自動車税など）の額の分かるものなど
　５　各種控除の計算に必要なもの
　　　◦�各種健康保険料・国民年金保険料・生命保険料・地震保険料などの支払証明書、医療費等の明細書

（該当の申告がある方のみ）
　　　◦被扶養者（配偶者または子など）の所得が分かるもの
　　　◦障害者手帳など
　６　番号制度（マイナンバー）に係る必要書類
　　　◦マイナンバーカードもしくは、通知カードと身元確認書類（運転免許証、パスポートなど）
　７　日本国外に居住する親族の扶養控除等に係る必要書類
　　　◦親族関係が分かる書類（外国語で作成されているものは翻訳文を添付）
　　　◦送金が分かる書類（金融機関の送金依頼書、クレジットカード利用明細書など）

◆市・県民税の申告をする必要がない方　　　　　　　　　　　
　１　所得税の確定申告書を提出される方
　２　給与所得のみの方で、給与支払報告書が勤務先から山口市に提出されている方
　３　公的年金・恩給の収入のみの方
　　　 注意 ��公的年金の源泉徴収票に記載されていない控除（生命保険料控除や医療費控除等）の追加があ

る方は申告が必要です（5ページ参照）。
　４　申告をする方または年末調整をされた方に扶養されている方（扶養している方が市外の場合を除く）

医療費控除の申告には明細書が必要です
　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要となり
ました。領収書については自宅で5年間保存し、税務署から求められたときは、提示または提出する必
要があります。なお、医療費控除の明細書の代わりに、健康保険組合等が発行した「医療費通知」を添
付することも出来ます（自己負担額が記載されたものに限ります）。
※平成31年分までの確定申告は、医療費の領収書の添付又は提示によることも可能です。
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　申告会場でお待たせする時間を少しでも短くするため、申告書や書類への記入・計算等の事前準備にご協
力ください。
　営業・農業・不動産等の「収支内訳書」を提出される方や医療費控除の申告をされる方については、事前
に計算をされている方から優先的に受付をしますので、あらかじめご了承ください。
　ご自身で申告書を作成できる方は、郵送による提出や各総合支所総合サービス課に設置する「提出箱」に
投函されることをお勧めします。

★郵送による提出

　�提出先：〒75３-865０　山口市亀山町２番１号　山口市役所�市民税課�市民税担当　宛

★提出箱（各総合支所総合サービス課に設置）に投函

　�設置期間：２月１6日（金）から３月１5日（木）まで（平日８：３０ ～ １7：００）

　※総合サービス課では、申告内容等の相談には応じられませんので、ご了承ください。
　※小郡総合支所については、申告相談会場へご提出ください。

　※郵送・投函される際は、以下の記入内容等・添付書類に漏れがないことをご確認ください。
　　◦申告者の氏名、住所、生年月日、個人番号（マイナンバー）、連絡先（日中連絡が取れる電話番号）
　　◦押印（認印可、朱肉を使うもの）
　　◦マイナンバーカードの写し（両面）もしくは、通知カードの写しと身元確認書類（運転免許証、
　　　パスポートなど）の写し
　　◦�22ページに掲載している申告時持参物「４�所得の計算に必要なもの」および「５�各種控除の計算に

必要なもの」
　�　なお、申告書の控えや添付書類の返送が必要な場合は、お手数ですが、返信用封筒（返送先の住所・氏
名を記入し、切手を貼付したもの）を同封してください。

●書類の事前作成等にご協力ください

問い合わせ先：市民税課市民税担当（山口総合支所１階）☎０8３-9３４-2７３５　　FAX０8３-9３３-1０8３

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成することができます。
　作成した申告書は、マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタを準備することで「e-Tａx（電子
申告）」を利用して提出できます。また、印刷して郵送等により提出することもできます。

受付ができない確定申告があります
　以下の内容の確定申告は、市・県民税申告会場で受付ができませんので、税務署でご相談ください。
　※以下の内容以外でも受付ができない場合がありますので、ご了承ください。

　◦土地建物や株式等の譲渡による所得がある方
　◦初めて「住宅借入金等特別控除」を申告される方
　◦青色申告をされる方　　　
　◦過年分（平成28年分以前）の申告をされる方　
　◦準確定申告（平成29年中に亡くなられた方の申告を相続人が行うもの）

　問い合わせ先：山口税務署（☎０8３-922-１３4０）
　e-Taxや確定申告書の作成について　⇒国税庁ホームページ：http://www.nta.go.jp

〜 所得税の確定申告について 〜
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市・県民税の申告が必要かどうか、確認してみましょう！
。いさだく覧ごを」果結定判「、きだたいでん進でまたは

※この図表は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合もあります。
　内容について、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
　（市民税課市民税担当　☎083-934-2735　FAX 083-933-1083）

スタート 判定結果

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

は
い

は
い

は
い

はい

いいえ

いいえ

年金受給者の方

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

ない

①の方

④の方

②
の
方

③
の
方

給与所得者の方給与所得者の方

ある

ない

ある

不　要

不　要

必要※1

必要※2

不　要

不　要

所得税の確定申
告が必要です。

必要※2

必要※2

所得税の確定申
告が必要です。

必要※2

所得税の確定申
告が必要です。

必要※2

あなたは市県民税
の申告は・・・
（必要or不要）

平成 30 年１月 1 日現在、山口市
に居住していましたか？

平成 29 年中に何
か収入がありまし
たか？

同居の家族の税法上の扶養ですか
（確定申告等で扶養される予定も
含む）？

平成 29 年中の収入は？
①　　　　　　 のみで収入が
　400 万円以下
②１ヵ所からの給与のみ
③給与または　　　　　　収入の
　他にも所得がある
④所得がある方で上記に当て
　はまらない方

税務署へ所得税の
確定申告書を提出
する予定ですか？

年末調整された内容に
変更はありませんか？

公的年金収入が 400 万円以下で、
公的年金に係る雑所得以外の所得が
20 万円を超えていますか？

給与以外の所得の合計が 20 万円を
超えていますか？

給与を２ヵ所以上から
もらっていますか？

申告が必要かどうか、市民税課ま
でお問い合わせください。

あなたは給与所得者ですか？
それとも

公的年金受給者ですか？

公的年金の源泉徴
収票に記載されて
いない所得控除の
追 加 が あ り ま す
か？（社会保険料控
除、生命保険料控除、
医療費控除など）

平成 30 年１月 1 日に居住していた市区町村
へ確認してください。

年末調整されていない給与収入と給
与以外の所得の合計が 20 万円を超
えていますか？

公的年金※3

公的年金※3

必要※1

公的年金※3

必要※2

収入がなかった方でも、所得・課税証明の発行や国民健康保険等の軽減判定の資料として必要なため、申告をお
願いする場合があります（5ページ参照）。

こちらに該当された方については、所得税の還付を受けるなど、確定申告をすることもできます。確定申告をさ
れる場合は、市・県民税の申告は必要ありません。

外国の法令に基づいて支払われる公的年金等で源泉徴収の対象とならないものについては、確定申告不要制度の
適用はできません。
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全体会場・各地域会場の申告相談日程
　開催日ごとの対象地区は、窓口の混雑を緩和するための目安です。ご都合の悪い方は、ご都合のよい日・
会場にお越しください。

●全体会場：山口総合支所２階　申告会場

●山口地域：地域交流センター等

開催日 会場 受付時間

2月��1日㈭～3月15日㈭の平日 山口総合支所２階　申告会場 8:30～17:00

2月18日㈰　 日曜申告 山口総合支所１階　市民課カウンター前 9:30～16:00

開催日 会場 受付時間

2月��5日㈪

仁保　　地域交流センター 9:30～12:00

小鯖　　地域交流センター

9:30～16:00

吉敷　　地域交流センター

陶　　　地域交流センター

2月��6日㈫
大内　　地域交流センター

平川　　地域交流センター

2月��7日㈬ 嘉川　　地域交流センター

2月��8日㈭
宮野　　地域交流センター

佐山　　地域交流センター

2月��9日㈮ 山口南総合センター　多目的ホール

2月13日㈫ 大歳　　地域交流センター

2月14日㈬ 鋳銭司　地域交流センター

2月15日㈭ 二島　　地域交流センター

　ふるさと納税を行った場合、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例制
度があります。この特例の適用を受けるためには、以下の条件を両方とも満たすことが必要です。
　①確定申告をする必要のない給与所得者等であること
　②ふるさと納税を行ってワンストップ特例申請書を提出した自治体が５団体以下であること
　なお、この特例の適用を受けた場合は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年
の６月以降に支払う市・県民税を減額する形で控除が行われます。

　確定申告を行う方（医療費控除を受けるために申告をする場合など）や、５団体を超える自治体
にふるさと納税を行った方は、ワンストップ特例申請書を提出した場合であっても、ふるさと納税
についての控除を受けるためには、確定申告時にふるさと納税の寄附金控除をご自身で申告する必
要があります。

●注意！

ポイント ●ふるさと納税ワンストップ特例制度について

わたしたちの市税　平成30年版 25

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

軽
自
動
車
税

税
に
関
す
る
証
明
書

市
税
・
保
険
料
の
納
め
方

平
成
３０
年
度
市
・
県
民
税
申
告
相
談

税
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ

個
人
市
・
県
民
税



●小郡地域
開催日 会場 受付時間

2月16日㈮～3月15日㈭の平日 小郡総合支所１階　第１会議室 8:30～16:00

2月25日㈰　 日曜申告 小郡総合支所１階　第１会議室 9:30～16:00

●秋穂地域

●阿知須地域

開催日 対象地区 会場 受付時間

2月��7日㈬ 大河内北、大河内南、天神町

大海総合センター 8:30～16:002月��8日㈭ 浜中、北条、中条

2月��9日㈮ 井南、浜内、小浜、赤崎

2月10日～2月14日 申告相談を行いません。

2月15日㈭ 日地、金山嶺、西青江、先青江
秋穂総合支所　第１会議室 8:30～16:00

2月16日㈮ 中道、花香南、花香北、中津江

2月18日㈰ 日曜申告 �平日に来られない方 秋穂総合支所　第１会議室 9:30～16:00

2月19日～2月25日 申告相談を行いません。

2月26日㈪
屋戸、加茂、海岸通、東本町、
上本町、本町

秋穂総合支所　第１会議室 8:30～16:00
2月27日㈫ 下村、中野

2月28日㈬ 東天田、西天田、宮之旦

3月��1日㈭ 祇園町、黒潟北、黒潟南

3月��2日㈮ 上記開催日に来られない方

開催日 対象地区 会場 受付時間

2月19日㈪ 小古郷、前山、小山

阿知須総合支所1階
第１会議室

8:30～16:00

2月20日㈫ 北祝、南祝、西祝

2月21日㈬ 東条、縄田

2月22日㈭ 中村、西条、寺河内、浜、二の宮

2月23日㈮ 岩倉

2月25日㈰ 日曜申告 �平日に来られない方
阿知須総合支所1階
第１会議室

9:30～16:00

2月26日～3月4日 申告相談を行いません。

3月5日㈪
砂郷、飛石、沖の原

阿知須総合支所1階
第１会議室

8:30～16:00

3月6日㈫

3月7日㈬ 旦、浜表、赤迫

3月8日㈭ 井関、野口、杖川、河内、源河

3月9日㈮
向井関、引野、仙在、青畑、焼野、
岡

※対象地区は、窓口の混雑を緩和するための目安です。ご都合の悪い方は、ご都合のよい日・
会場にお越しください。

※対象地区は、窓口の混雑を緩和するための目安です。ご都合の悪い方は、ご都合のよい日・
会場にお越しください。
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●徳地地域

●阿東地域

開催日 対象地区 会場 受付時間

2月��6日㈫ 上村、藤木 徳地地域交流センター
島地分館

8:30～16:00
2月��7日㈬ 島地、山畑

2月��8日㈭ 申告相談を行いません。

2月��9日㈮ 鯖河内、串
徳地地域交流センター

串分館

8:30～16:00
2月13日㈫ 船路、引谷 徳地地域交流センター

八坂分館2月14日㈬ 八坂、三谷

2月15日㈭ 柚木、野谷
徳地地域交流センター

柚野分館

2月16日～2月18日 申告相談を行いません。

2月19日㈪
堀

徳地山村開発センター 8:30～16:00

2月20日㈫

2月21日㈬
深谷、小古祖、伊賀地、岸見

2月22日㈭

2月23日㈮ 上記開催日に来られない方

2月25日㈰ 日曜申告 �平日に来られない方 徳地山村開発センター 9:30～16:00

2月26日～3月11日 申告相談を行いません。

3月12日㈪
上記開催日に来られない方 徳地山村開発センター 8:30～16:00

3月13日㈫

開催日 対象地区 会場 受付時間

2月��8日㈭ 嘉年上
嘉年基幹集落センター 8:30～16:00

2月��9日㈮ 嘉年下

2月13日㈫ 徳佐上

阿東地域交流センター 8:30～16:00
2月14日㈬ 徳佐中

（坂手、東畑、原山、上市東、上市西、小南、貞行、丸山、平丸、水戸）

2月15日㈭ 徳佐中
（駅通、栄町、中市、下市、上宇津根、下宇津根、片山、羽波）

2月16日㈮ 徳佐下

2月18日㈰ 日曜申告 �平日に来られない方 阿東地域交流センター 9:30～16:00

2月19日～2月25日 申告相談を行いません。

2月26日㈪ 生雲西分
阿東地域交流センター

生雲分館
8:30～16:002月27日㈫ 生雲中

2月28日㈬ 生雲中、蔵目喜

3月��1日㈭ 地福上
阿東老人福祉センター 8:30～16:00

3月��2日㈮ 地福下

3月��5日㈪ 生雲東分 長門峡
自然休養村管理センター

8:30～16:00
3月��6日㈫ 篠目

※対象地区は、窓口の混雑を緩和するための目安です。ご都合の悪い方は、ご都合のよい日・
会場にお越しください。

※対象地区は、窓口の混雑を緩和するための目安です。ご都合の悪い方は、ご都合のよい日・
会場にお越しください。

●�問い合わせ先�●　���市民税課市民税担当（山口総合支所１階） ☎０8３-9３４-2７３５　　FAX０8３-9３３-1０8３
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地
域
／
会
場
／
受
付
時
間

２
月

３
月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

山　　　　　口

山
口
総
合
支
所
２
階
 申
告
会
場

(2月
18日

は
１
階
　
市
民
課
カ
ウ
ン
タ
ー
前
）

8
：
30～
17：
00

（
2月
18日

は
9：
30～

16：
00）

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

仁
保
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

9
：
30～
12：
00

●

小
鯖
地
域
交
流
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ン
タ
ー

9
：
30～
16：
00

●

大
内
地
域
交
流
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ン
タ
ー

●

宮
野
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●

吉
敷
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●

平
川
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●

大
歳
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●

陶
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●

鋳
銭
司
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●

山
口
南
総
合
セ
ン
タ
ー

●

二
島
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●

嘉
川
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●

佐
山
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

●
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３
月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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金
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火
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●
●

●
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●
●
●
●
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●
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●
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●
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●

●
●
●

徳
地
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串
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●
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館

●
●
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野
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●

島
地
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●
●
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阿
東
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人
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ー

8
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●
●
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自
然
休
養
村
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●
●
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集
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●
●
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東
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館

●
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●
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●

●
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課
市
民
税
担
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（
山
口
総
合
支
所
１
階
）
☎
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●
印
が

申
告
相
談
日

各
会
場
や
休
日
の
相
談
日
に
よ
っ
て
受
付
時

間
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
25～

27ペ
ー
ジ
の

日
程
表
で
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

平
成
３０年

度（
平
成
２９年

分
）市・県

民
税
申
告
相
談
日
程
一
覧


